
" 収集目当日の午前7時30分までにゆず決められた燭所に出してください。・・※10/ア(砥部地珊)・ 10/23(広田地珊)・ 12/31-1/3の収集は休みます。ごみと資源をしっかり分別しましょう砥部町

|蹴235恕
美化センター※遣さ哲前段癒1.
・20kg以上のごみ ・パソコン
.. ・自転車
.一時多量ごみ
{ヨ|越しごみ、自治会清掃ごみ芯ど.)

.雑ごみ用指定袋に入らないとみ

.事難活闘に俸って発生するー般廃頭

物の肉、可燃ごみ

.町指定ごみ袋(館科ごみ周)で
出す.
※車用油{志、織科としてリサイクル
する拠点目眼を行っています.

リサイクルできない編覇
食品や洗剤などの

紙製容量 ~~ 
事寓 唱;::f
ティッシュペーパー
50011&未満のパック

台所くす
調理くす、残飯など

必ず水切り~V~. d. 
食用油 明 旬

新聞や古布に撮み込ませ
て出す.躍固剖も使用司.

リサイクルでき怠い
フラ1I

(1)可燃ごみ

干里埋立処分揚句き522?込みは

.ブロック ・コンクリート ・E
・かべ土 ・レン刀 ・百

(2)勢定枝・葉・草毎週月曜日

毎
週
月
・
木
曜
日
一
個
畑

.町指定ごみ袋(資源回収用)
または透明の袋(45'まで)
で出す.

|町で肱処理できないごみ I

-タイヤ ・スプリングマットレス

・火麓 .危険な化挙醸畠類
.注射留 ・a難から出るごみ

.消火器 ・ガスボンベ

・パイク ・a憎異 ・バッテリー
.竃舞温水器、且自がま、ピアノなど

容積や量置が大きいもの.

借入居または販売后砿どに相践して、ヨl書
取ってもらってください.

」ユl

町
家電4畠目は、法律で購入居か買い笛え盾
に引き取りが醤麗伺けられています.
※家電製畠I草分解しないでください.
※群しい処理の仕方は、分別帳をご覧ください.

h類 ) ( そ

洗剤、シャンプー @発泡スチロール
などのボトJI， 0野菜・果物のネット

.調瞭料・ドレッシング ・ヱアキャップ
のボトル {ぷちぷち}

※ペットボトルのものも .鍵剤・力フ包JI，の
あるので、分別マークに 包讃
注意する. 上記は、プラマークが
渇れがついたものは、 怠くてもプラ製宮署
必ずすすいでから、水気 包装.
を切って出す。

日銀ラベJk・フィルム
l食科晶・衣料晶
などの袋

.飲斜用容器
怠どのラベル

.商昂を包んでいた
フィルム

キャッフ煩
.プラスチック魁の

ふた・キャッフ

182号雪富LI

布・軍製畠 輔副.. - その他 p1司
布切れ、1JCロ布 編おむつ にt'

下着、活れた衣類 {活鞠を取り隠(0)
(盆異をのける0) 使い措て力イロ
くつ 保清司

(盆具のついて アルミ錨
いないもの。) (おかず入れ)

包幽 | フラ観の師備容器・ 漉面器、パケツ、ハンガー
A 盛盤位 | 台所用畠 1 その他フラ製の日用畠
ψプラスチヲタul ?コ:> CD・DVDなど

統芸部32325町一でのもの~.I:g路52手話協議225j1572提出す・

戸カヲヲ引ヲチド同

インスタント食回・
弁当などの曹畢

卵・豆腐などのパック
生鮮愈畠・想菓

などのトレイ

(3)プラスチック製
容器包装

撃事

毎週木曜日

毎
週
金
曜
日

-エアコン(室タキ機富む)

.テレビ

.措置庫、冷凍庫

.洗遣鶴、
衣額詑燥繊

.分別区分ごとにそれぞれ袋
は分ける.

.町指定ごみ袋
(資酒田服用}または
遺聞の袋(45'まで)
で出す.

.空きびん{336ゐ禁25諸語話;)・刀ラス食畢など

・スチ→陥 .到レミ缶写15碧EAK33キ、 ・スプレー缶 .力包ツトボンベ(明弘ど閥抗)

・やかん ・鍋 .フライパン

・ペットボトル (211323芯223器官雪孟主主包装.)

調提

※ごみ集積場所は地元で設置、管理してい
ます。利用する場所については、地元自治
会などに確認してください。

※ごみの排出ルールを必ず守りましょう。
※再利用できるものは、販売庖などの回収
制度、地域での集団回収を利用しましょう。

「 お問い合わせ a 
役場生活環境眼 0962-7446

霊け入れ施腫

・養化包ンタ- 0962・5168
〈月~盆)(第2・4日曜日)9:00-16:00 
(12/31-1/3は体みます)

・千里理立処分場0962-6676
〈目.自のみ)9:00-16:00 
(8パ5・10/7・12/31-1/4は休みます}

三銭型努尋常王寺駒笠紙際∞6管

.段ボール(断固が立sd22になっているもの.)

.牛耳パック .飲料容暑のパック
※500me以上のパック.すすいで、聞いて出す.プラの口やアルミコーテインタしているものは可繍ごみ.

.新聞、チラシ(分けなくてよい.)

(4)空きびん

(5)空き缶

(6)金属くず

(7)ベットボトル
(8)段ボール

(9)紙パック

。。新聞・チラシ

毎月
第1
金曜日

毎月
第1・3
水曜日

-①、②、③はそれぞれ袋を分ける.

・町指定ごみ袋(資源固収用}
または透明の袋(45'まで)で
出す。

.分別区分ごとに、ひもで十害に
しぼって出す.

※他の区分の紙類をはさまない.

.南の自の排出は控える.
※やむをえず出す場合は、町指定ごみ袋
(賀酒田嶋周}または透明の袋(45.
まで)で出す.

4P 
.町指定ごみ袋(資源回収用〉ま
た肱透明の鏡(45.1まで)で出す。

※キャ

.①、②、③、@はそれぞれ袋を
分iする.

.町指定ごみ袋(雄ごみ周)で
出す.
※小型家電は
拠点目lIilを
行っています.

-週刊皆 ・マンガ'*・単行本 ・文庫本 ・ノート ・カタログ
※ビニールの表紙は取り隊く.

..紙 .封筒 .お襲吾の箱 .紙袋 .ティッシュの紙箱 .包襲紙など
※食届や洗剤主主どが何・したもの、ビニールや金銀加工している紙、写腐は司織ごみ.

.衣圃 .帽吾 ・シーツ ・タ~JI， ・毛布 ・カーテン ・和1111 ・稽
※はんでh広ど綿入りの衣科は司燃ごみ.活れたもの、磁れたものは司織とみ. ヒ

①g童話S フすで~ I②g野3-l③gg g誌面~対、
体温計巳ブ シρ.p' 合一(使い切る.)I ・力ミソリ 児ι_y、、

※スっτいた簡や錨にスれτ出す~I on"固 .割れガラス ・針(空き缶に入れる.)
または新固などに包ん雪出す~ I \UI U~ ※とがったものは新聞怠どに包んで出す.

①木観晶 ー | ②陶磁. ~ I ③電気製畠 | ④生活縫貨・その他

.劃定掻 |・葉蘭・湯呑み |※家電4畠目を隠く。d 市民 |・
{直径15an以上で 1.桔踊 |・電号レンジ 鐙倉 1.力ーペット /----
憂さ1mまでのもの.)I⑤植木鈍 bijl I側 附 電炉 |⑤衣装ケース / コ

11 1 ・土鍋 ーー~ ・扇風樋 ~k 1・ ~ s 
.すのと j二耳 I __m CIII:I・電気コード 唾 VI.網干ざお ~ 
.たてす 千円11 ・. 火災の原因になるので、 1 - (指定袋から出ていても司、
.机・帽吾 lロド | 司. 電抽依必ず外して、出してください.I 袋のロは幽ずしばること.)

側雑誌・雑がみ

毎月
第2
金曜日

毎月
第2・4
水曜日

o2)古着・古布

O3)危険ごみ
水銀を富むとみや
回り担いが危険なごみ.

O4)雑ごみ
鍾ごみ周指定ごみ袋に
入るごみ.入らない
とみや20kgを超える
ごみは、美化包ンターへ
持ち込むか、許可鰻書へ
蛋託してください.

毎
月
第
3
金
曜
日

毎月
第1
土曜日
毎|毎
月|月
第| 第
412  
士|土
曜| 曜
日|日


